
39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 内容 

① 法第１８条第１項は、同一の使用者との間で締結された２以上の有期労働契約の契約期間を通算した

期間（以下「通算契約期間」といいます。）が５年を超える有期契約労働者が、使用者に対し、現に締結

している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期労働契約の締結の申込みをしたと

きは、使用者が当該申込みを承諾したものとみなされ、現に締結している有期労働契約の契約期間が

満了する日の翌日から労務が提供される無期労働契約が成立することを規定したものです。 
 

② 法第１８条第１項の「同一の使用者」は、労働契約を締結する法律上の主体が同一であることをいうも

のであり、したがって、事業場単位ではなく、労働契約締結の法律上の主体が法人であれば法人単位

で、個人事業主であれば当該個人事業主単位で判断されるものです。 

ただし、使用者が、就業実態が変わらないにもかかわらず、法第１８条第１項に基づき有期契約労働者

が無期労働契約への転換を申し込むことができる権利（以下「無期転換申込権」といいます。）の発生

を免れる意図をもって、派遣形態や請負形態を偽装して、労働契約の当事者を形式的に他の使用者

に切り替えた場合は、法を潜脱するものとして、同項の通算契約期間の計算上「同一の使用者」との労

働契約が継続していると解されるものです。 

なお、派遣労働者の場合は、労働契約の締結の主体である派遣元事業主との有期労働契約について

法第１８条第１項の通算契約期間が計算されるものです。 
 

③ 無期転換申込権は、「２以上の有期労働契約」の通算契約期間が５年を超える場合、すなわち更新が１

回以上行われ、かつ、通算契約期間が５年を超えている場合に生じるものです。したがって、労働基準

法第１４条第１項の規定により一定の事業の完了に必要な期間を定めるものとして締結が認められて

いる契約期間が５年を超える有期労働 契約が締結されている場合、一度も更新がないときは、法第１

８条第１項の要件を満たすことにはなりません。 
 

④ 無期転換申込権は、当該契約期間中に通算契約期間が５年を超えることとなる有期労働契約の契約

期間の初日から当該有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に行 使することができるもので

す。 

なお、無期転換申込権が生じている有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に無期転換申込

権を行使しなかった場合であっても、再度有期労働契約が更新された場合は、新たに無期転換申込権

が発生し、有期契約労働者は、更新後の有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期転換

申込権を行使することが可能です。 
 

⑤ 無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結以前に、無期転換申込権を行使しないことを更新の

条件とする等有期契約労働者にあらかじめ無期転換申込権を放棄させる ことを認めることは、雇止

めによって雇用を失うことを恐れる労働者に対して、使用者が無期転換申込権の放棄を強要する状

況を招きかねず、法第１８条の趣旨を没却するものであり、こうした有期契約労働者の意思表示は、公

序良俗に反し、無効と解されるものです。 
 

⑥ 無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、無期転換申込権が発生する前の雇止めや契約期間中

の解雇等を行うことは、「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の 雇用の安定を図る」という

法第１８条の趣旨に照らして望ましいものではありません。 


